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提案理由 

 国保財政を安定的に運営するため、府から示された標準保険料率及び木津川市国民

健康保険運営協議会の答申を参考に国民健康保険税率を改定するとともに、令和８年

度から開始される子ども・子育て支援金に係る項目を追加するため、所要の改正を行

うものです。 



 

木津川市条例第   号 

  

   木津川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

  

 木津川市国民健康保険税条例（平成２０年木津川市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健

康保険税の課税額は、世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した次に掲げる額の合算額

とする。 

 （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健

康保険税の課税額は、世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した次に掲げる額の合算額

とする。 

 （１） 基礎課税額（国民健康保険税

のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２

号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において

「国民健康保険事業費納付金」と

いう。）の納付に要する費用のう

ち、府の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）の規定による

 （１） 基礎課税額（国民健康保険税

のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２

号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において

「国民健康保険事業費納付金」と

いう。）の納付に要する費用のう

ち、府の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）の規定による



 

後期高齢者支援金等（以下この条

において「後期高齢者支援金等」

という。）、介護保険法（平成９

年法律第１２３号）の規定による

納付金（以下この条において「介

護納付金」という。）及び子ど

も・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）の規定による子ど

も・子育て支援納付金（以下この

条において「子ども・子育て支援

納付金」という。）の納付に要す

る費用に充てる部分を除く。）に

充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。） 

後期高齢者支援金等（以下この条

において「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成

９年法律第１２３号）の規定によ

る納付金（以下この条において

「介護納付金」という。）の納付

に要する費用に充てる部分を除

く。）に充てるための国民健康保

険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

 

 （２）・（３） （略）  （２）・（３） （略） 

 （４） 子ども・子育て支援納付金課

税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（府の国民健康保険に

関する特別会計において負担する

子ども・子育て支援納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保

険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

  

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯



 

主を除く。）及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が２６万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課

税額は、２６万円とする。 

主を除く。）及びその世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額とする。ただし、当該合算額

が２６万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２６万

円とする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援

納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額に、当

該世帯に属する１８歳以上被保険者

（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「法」という。）第７０３条

の４第３０項に規定する１８歳以上被

保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額を

加算した額とする。 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る法

第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から

同条第２項の規定による控除をした後

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林



 

の総所得金額及び山林所得金額の合計

額（以下「基礎控除後の総所得金額

等」という。）に１００分の９．１を

乗じて算定する。 

所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の８．４を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について、３２，

０００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について、２８，

０００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 （１） 特定世帯（特定同一世帯所属

者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一

の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下この号において

「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの

 （１） 特定世帯（特定同一世帯所属

者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪

失した日の前日以後継続して同一

の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下この号において

「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの



 

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。次号、

第７条の２、第９条の６及び第２

３条第１項において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する被保険者

が属する世帯であって特定月以後

５年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの間

にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をい

う。第３号、第７条の２、第９条

の６及び第２３条第１項において

同じ。）以外の世帯 ２３，８０

０円 

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。次号、

第７条の２及び第２３条第１項に

おいて同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後５年を経過す

る月の翌月から特定月以後８年を

経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。第３

号、第７条の２及び第２３条第１

項において同じ。）以外の世帯 

２３，８００円 

 （２）・（３） （略）  （２）・（３） （略） 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

３．０５を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

２．８を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１１，２

００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１０，２

００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得  （介護納付金課税被保険者に係る所得



 

割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に、１００分の３．

０を乗じて算定する。 

割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に、１００分の２．

６を乗じて算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて１２，０００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて１０，４００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について６，０００円

とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について５，６００円

とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額

は、基礎控除後の総所得金額等に１０

０分の０．３２を乗じて算定する。 

  

 （国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均

等割額は、被保険者１人について１，

１４６円とする。 

  

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・   



 

子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の１８歳以上

被保険者均等割額は、１８歳以上被保

険者１人について１１１円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

  

 （１） 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ７３３円 

  

 （２） 特定世帯 ３６６円   

 （３） 特定継続世帯 ５４９円   

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６６万円を超える場合

には、６６万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２６万円を超える場

合には、２６万円）、同条第４項本文

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６６万円を超える場合

には、６６万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２６万円を超える場

合には、２６万円）並びに同条第４項



 

の介護納付金課税額からオ及びカに掲

げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合に

は、１７万円）並びに同条第５項本文

の子ども・子育て支援納付金課税額の

合算額とする。 

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

 （１） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する

給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超え

る者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額

 （１） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する

給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超え

る者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額



 

の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が６０万円を超える者

に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額

が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が６０万円を超える者

に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額

が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

２２，４００円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

１９，６００円 

  イ （略）   イ （略） 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ７，８４０

円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ７，１４０

円 

  エ （略）   エ （略） 



 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ８，４００円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ７，２８０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

４，２００円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

３，９２０円 

 （２） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき３０万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

 （２） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき３０万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

１６，０００円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

１４，０００円 



 

  イ （略）   イ （略） 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，６００

円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，１００

円 

  エ （略）   エ （略） 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ６，０００円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ５，２００円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

３，０００円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

２，８００円 

 （３） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５６万円を加算した金額

 （３） 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の

数が２以上の場合にあっては、４

３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５６万円を加算した金額



 

を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

６，４００円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 

５，６００円 

  イ （略）   イ （略） 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，２４０

円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，０４０

円 

  エ （略）   エ （略） 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ２，４００円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につい

て ２，０８０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

１，２００円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について 

１，１２０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す



 

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は、当該被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は、当該被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする  

 （１） 国民健康保険の被保険者に係

る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に

定める額 

 （１） 国民健康保険の被保険者に係

る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に

定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ４，８００円 

  ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ４，２００円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ８，０００円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ７，０００円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １２，８００円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １１，２００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １６，０００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １４，０００円 

 （２） 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児

１人について次に定める額 

 （２） 国民健康保険の被保険者に係

る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児

１人について次に定める額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を   ア 前項第１号ウに規定する金額を



 

減額した世帯 １，６８０円 減額した世帯 １，５３０円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ２，８００円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ２，５５０円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ４，４８０円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ４，０８０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ５，６００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ５，１００円 

３ （略） ３ （略） 

  

   附 則    附 則 

１～６ （略） １～６ （略） 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３３条の２第５項

の配当所得等を有する場合における第

３条、第６条、第８条、第９条の３及

び第２３条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式

 （上場株式等に係る配当所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３３条の２第５項

の配当所得等を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第２３条の

規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３

３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、「同条

第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当



 

等に係る配当所得等の金額」と、第２

３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」と

する。 

所得等の金額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」とする。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条、第９条の３及び第２

３条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適用

により同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額。以下この項において

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条の規定の

適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第

３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長



 

「控除後の長期譲渡所得の金額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額

の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」とする。 

期譲渡所得の金額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除

後の長期譲渡所得の金額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」とする。 

９ （略） ９ （略） 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２第５

項の一般株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第６条、第

８条、第９条の３及び第２３条の規定

の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２第５

項の一般株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条



 

２項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」とする。 

第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２の２

第５項の上場株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６

条、第８条、第９条の３及び第２３条

の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第２

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２の２

第５項の上場株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第２３条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、第２３条第１項中



 

３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の４第４

項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合における第３条、第６条、

第８条、第９条の３及び第２３条の規

定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の４第４項

に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の４第４

項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第２

３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。 



 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の３第５

項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条、第

９条の３及び第２３条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、第２

３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とす

る。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の３第５

項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び

第２３条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対

 （特例適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対



 

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項に規定する特例

適用利子等、同法第１２条第５項に規

定する特例適用利子等又は同法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条、第９条

の３及び第２３条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「山林所得金額並びに外国居住

者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和

３７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条第

２項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以下

この条及び第２３条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の

合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用

利子等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は特例適用

利子等の額」と、第２３条第１項中

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項に規定する特例

適用利子等、同法第１２条第５項に規

定する特例適用利子等又は同法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第２

３条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第８条第２項（同法第１２

条第５項及び第１６条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する特

例適用利子等の額（以下この条及び第

２３条第１項において「特例適用利子

等の額」という。）の合計額から法第

３１４条の２第２項」と、「山林所得

金額の合計額（」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用利子等の額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用利子等の額」

と、第２３条第１項中「山林所得金



 

「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用利子等の額」と

する。 

額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用利子等の額」とする。 

 （特例適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第４項に規定す

る特例適用配当等、同法第１２条第６

項に規定する特例適用配当等又は同法

第１６条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び雑

所得を有する場合における第３条、第

６条、第８条、第９条の３及び第２３

条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第４項（同法第

１２条第６項及び第１６条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条及

び第２３条第１項において「特例適用

配当等の額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「山林

 （特例適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第４項に規定す

る特例適用配当等、同法第１２条第６

項に規定する特例適用配当等又は同法

第１６条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び雑

所得を有する場合における第３条、第

６条、第８条及び第２３条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「山林所得金額並びに

外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法

律第８条第４項（同法第１２条第６項

及び第１６条第３項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この条及び第２３条第

１項において「特例適用配当等の額」

という。）の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「山林所得金額の合



 

所得金額の合計額（」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は特例適用配当等の

額」と、第２３条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。 

計額（」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用配当等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用配当等の額」と、第２

３条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用配

当等の額」とする。 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所

得及び雑所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条、第９条の３及

び第２３条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の

合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和

４４年法律第４６号。以下「租税条約

 （条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所

得及び雑所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第２３条の

規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。以下「租税条約等実施特例法」



 

等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約

等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額」と、

第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額」とする。 

という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１０項に規定する条

約適用利子等の額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額」とす

る。 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の３及び

第２３条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合

 （条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２３条の規

定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同条



 

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額」と、第２

３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

第２項」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約

等実施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額」とする。 

１８・１９ （略） １８・１９ （略） 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



 

２ この条例による改正後の木津川市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 議案第４号 木津川市国民健康保険税条例の一部改正について 

担 当 課 国保年金課 国保年金係 

 
提 案 事 項 の 概 要 等 
（必要性、効果等） 
 

 市の国保財政は、被保険者の減少等により、厳しい状況が続い
ている。令和７年度は、税率改定により被保険者の負担額が急増
しないよう、上昇率を抑制した段階的な改定であったため、引続
き歳入不足が生じ、基金残高も大幅に減少している。国保財政を
安定的に運営するため、令和８年度も税率を見直すこととし、ま
た、国が制定する子ども・子育て支援法が施行されたことに伴い、
子ども・子育て支援金に係る項目を追加することとして、木津川
市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 

提案に至るまでの経緯 

・平成３０年度の税率改定以降、基金を活用することにより、現
行税率のまま据え置いてきたものの、令和５年度以降は、医療費
が急激に増加したこと等により、令和７年度には税率の見直しを
実施した。令和７年度の改定は、標準保険料率の設定を前提に、
被保険者の負担が急増しないよう、基金を活用して段階的な見直
しとしたことから、市の税率は、依然として標準保険料率以下で
あり、歳入不足が生じており、令和８年度の税率見直しは必須と
なった。 
・市国保運営協議会で保険税に係る勉強会を開催（１月８日） 
・市国保運営協議会の意見も踏まえ、課内において適正な保険税
率等の試算、協議・検討を実施し、市国保運営協議会への諮問案
を決定。 
・市国保運営協議会に対し、税率改定に関する諮問及び審議 
（１月２３日） 
・市国保運営協議会から答申（１月２９日） 
・課内において条例改正案を決定 
・政策決定（１月３０日） 

市 民 参 加 の 状 況 
■有  □無 

木津川市国民健康保険運営協議会を開催 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづ
くり 

政 策 分 野 ３ 健康 

施 策 
③ 医療保険 
Ⅰ．国民健康保険及び後期高齢者医療保険の充実 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

■単年度 （令和８年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 高額医療費の急増や翌年度予算編成等の対応に必要な基金残
高を確保し、国保財政の安定経営を図ることにより、被保険者は、
適切な医療を必要な時に安心して享受することができる。 
 また、国は都道府県内の保険税（料）統一を目指しており（R12
までに納付金ベース、R18保険税算定までに完全統一）、市の税
率を段階的に標準保険料率に近づけておくことで、統一時の激変
を緩和できる。 
 
 改定による保険税差額（R8見込）： 106,660,995円 
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